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２０１９年４月２５日
需給調整市場検討小委員会 事務局

三次調整力②のアセスメント・ペナルティ等について

第１１回需給調整市場検討小委員会
資料３
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出所）第５回需給調整市場検討小委員会（2018.7.31）資料3
http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_05_haifu.html

本日の議題

http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_05_haifu.html
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課題 これまでの議論の方向性 小委における論点

2-1
一般送配電事業者間の
契約・精算プロセス

 精算に必要なデータ（エリア情報、
価格情報等）はシステムから抽出

 kWh単価がインバランス制度の
基準となることを踏まえたTSO-
TSO間の精算の考え方

3-1
一般送配電事業者と発電・
小売事業者間の契約・精算
プロセス

 ΔkWは調達段階の商品区分で
精算

 kWhはユニット単位のkWhで
V1/V2単価により精算

 TSO-BG間の契約・精算プロセス
およびスケジュール

 アグリゲーターに係る計量方法と
精算方法

3-2
余力活用に係る具体的な
仕組み

 年初に公募に基づく契約を行う  容量市場におけるリクワイアメント等
を前提とした余力活用の具体的な
仕組みの検討

 kWh単価の登録および変更時期

3-7 事前審査

 事前審査の考え方
・内容、方法、時期・頻度
・容量市場の事前審査との関係

 アグリゲーターについて特に取り決め
ておかなければいけない項目の整理

本日の議題
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課題 これまでの議論の方向性 小委における論点

3-9
リクワイアメントに対するアセス
メントと実効性を確保するた
めのペナルティ

 アセスメントの考え方
（実施方法、時期など）

 ペナルティの考え方

3-10
需給バランス維持に必要とな
る調整力の必要量

 商品区分ごとの調達量の考え方

3-11 下げ調整力の調達

 現行の運用においてはBG計画の中
で下げ調整幅は十分にあり、事前
に送配電が確保しておく必要性は
少ない

 下げ調整力の調達の必要性

3-12
ΔkW調達不調や調達後に
ΔkWが減少した場合の
対応方法

 需給調整市場システム(調達)外で
対応する

 市場で調達できなかった場合にも
確実な需給バランス調整を行うため
の方法

本日の議題



4（参考）業務フローにおいて今後検討が必要な課題と主な論点

落
札
か
ら
精
算
ま
で
の
流
れ

項目 今後検討が必要な課題と主な論点 商品毎の
検討要否

落札 • 落札者に求められる要件（リクワイアメント） －

発動 － －

応動実績
の評価

（ｱｾｽﾒﾝﾄ）

• 計量地点、計量器等の整理

 受電点もしくは機器個別計測

 必要となる計量器の整理および計量法との関係

• 計量データの収集主体の整理

 アグリゲートされるリソースの計量主体の検討

• 発動実績の評価方法（アセスメント）と必要となる計量データの整理

 応動時間、継続時間、変化量、ベースライン等、技術審査にかかる項目毎に詳
細を整理（商品により必要となる計量データは異なることが考えられる）

要

ペナルティ
判定

• ペナルティに関する詳細内容を整理
要

精算

• 精算時期の整理

 アセスメント、ペナルティ等の事務手続きを考慮

 預託金の取り扱い

要

出所）第8回需給調整市場検討小委員会（2018.1.24）資料4をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html
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出所）第８回需給調整市場検討小委員会（2019.1.24）資料４
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html

（参考）需給調整市場の開設スケジュール

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html


6（参考）ΔkWを落札した調整力提供者に求められる義務（リクワイアメント）について

出所）第８回需給調整市場検討小委員会（2019.1.24）資料5
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html 

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html


7（参考）需給調整市場における商品の要件

出所）第６回需給調整市場検討小委員会（2018.10.9）資料２をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_06_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_06_haifu.html


8本日ご議論いただきたい内容

 需給調整市場において取引される調整力は、周波数を維持し、安定供給を実現するために極めて重要な役割を担
っており、落札した調整電源等は、その義務（リクワイアメント）を果たす必要がある。

 第９回本小委員会では、こうしたリクワイアメントを果たせたかどうかの確認方法（アセスメント）について、その考え方
や具体的な確認方法（アセスメントⅠおよびアセスメントⅡ）について整理した。

 今回、リクワイアメントを果たすことについて、実効性を持たせるためのペナルティについて、海外事例を調査すると共に、
三次調整力②のペナルティおよびアセスメントを含むその他取り決めが必要な事項について整理をしたので、これらの
内容について本日ご議論いただきたい。



9（参考）三次②のアセスメントの考え方について

出所）第１０回需給調整市場検討小委員会（2019.3.28）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html
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出所）第１０回需給調整市場検討小委員会（2019.3.28）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

（参考）三次②のアセスメントⅠの具体的な実施方法について

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html
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出所）第１０回需給調整市場検討小委員会（2019.3.28）資料３
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

（参考）三次②のアセスメントⅡの具体的な実施方法について

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html


12目次

1. 三次②のペナルティの考え方

2. 三次②の発動実績の提出および精算について

3. その他の関連事項について

4. まとめ



13目次

1. 三次②のペナルティの考え方

2. 三次②の発動実績の提出および精算について

3. その他の関連事項について

4. まとめ
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アセスメント対象および電力量の精算について
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指令 指令 指令

アセスメント対象および電力量の精算について

 第９回本小委員会において、アセスメントⅠは各コマ毎に落札ブロック内について行うこと、アセスメントⅡは各コマ毎に落札ブロッ
ク内について30分出力平均値で評価を行い、落札ブロック前後の応動についてはアセスメント対象外とすると整理した。

 落札ブロック内については、アセスメントの結果、その出力変化量が許容範囲から逸脱している場合も考えられ、こうした逸脱分
の電力量については、調整力として精算するか、あるいはインバランスとして精算するかの二通りの方法が考えられる。

 仮に指令からの誤差をインバランスとした場合、調整力の提供に対して高値のインバランス支払リスクが生じ、調整力の提供を避
ける行為につながる恐れがあり、これは特にひっ迫時に顕著となることが考えられること、また、こうしたリスク分を調整力の単価に
上乗せすることで調整力の価格高騰が懸念される。

 以上を踏まえると、こうした逸脱分の電力量については相応の強度を有したペナルティを設けることを前提に、全て調整力として
精算することとしてはどうか。他方、落札ブロック前後についてはアセスメント対象外であり、その電力量（実績と基準の差）はイ
ンバランスとして精算することとしてはどうか。

 なお、上記の場合、kWh単価を高額にした上で許容範囲内で数量を上振れさせると、全量が調整力として精算されて高額支
払いになる可能性がある。これに対してはV1/V2単価のスプレッドに対してあらかじめキャップを設けておけば、ゼロ指令時にV1で
収益をあげる一方、V2で高額支払いになるリスクがあるため、kWh単価を意図的に高額にすることは考えにくいのではないか。

【アセスメント対象のイメージ】 実出力 許容範囲 落札時間

応動時間（45分）

アセスメント対象外 アセスメント対象 アセスメント対象外

【変化中の上限値・下限値】
変化前・後の指令値±落札ΔkW×10％

落札ブロック時間 応動時間（45分）
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ペナルティの海外事例の調査および示唆について



17ペナルティにかかる海外事例の調査結果から得られた示唆・方向性

項目 海外事例調査結果 示唆・方向性

ペ
ナ
ル
テ
ィ

指令に対する
応動不履行
に関する
ペナルティ

• 送配電事業者にて指令信号に対する応動
状況を評価し、一定の閾値から外れた応動
結果となった場合、支払い金額から減額
（4/4か国）

• ペナルティ強度は３~10倍等の設定もあり、
すべての国で金銭的ペナルティが課されてい
る（4/4か国）

• リクワイアメントを果たすことに実効性を持たせる
ため、応動が許容範囲を超えた場合にペナル
ティを設定する必要があるのではないか。

• ペナルティ対象はΔkWとなるのではないか。
• より正確な応動を促すため、金銭的なペナル
ティには一定程度の強度※が必要ではないか。
※（例）落札金額以上のペナルティ

契約不履行
に関する
ペナルティ

• 上記ペナルティが一定期間内で規定回数を
超えた場合に、事前審査の再実施や契約
解除等の措置を実施（４/4か国）

• ３回／年～８回／年程度で市場退出等、
契約不履行に対しても、契約解除等の要
件を設定（４/4か国）

• 確保した調整力が期待どおりに応動しない蓋
然性が高くなったと実績から把握できる場合、リ
クワイアメントを果たす能力がないと考えられる。
調整力が安定供給に重要な役割を担っている
ことを踏まえると市場退出、もしくは再度事前
審査を行うなど、能力に疑義のある市場参加
者を市場から隔離する必要があるのではないか。

 各国の需給調整市場における事前審査に関する事例調査結果および各項目において得られた示唆や検討の方向
性は以下の通り。

 各国ともに、指令通りに出力変化しなかった場合に関するペナルティを設定するとともに、契約不履行に関するペナル
ティについても設定している状況。

【ペナルティにかかる海外事例調査結果】 調査対象国：米（PJM）、英、仏、独
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 海外における需給調整市場のペナルティに関する事例調査結果は以下の通り。

（参考）海外の需給調整市場におけるペナルティの事例について（１／２）

イギリス ドイツ

対象
TSO

National Grid
Amprion, Transnet, 

50Hertz,TenneT

商品
Firm Frequency 

Response（FFR）
Short Term Operating

Reserve(STOR)
Primary

Control Reserve
Tertiary

Control Reserve

ペナルティ対象 • ΔkW+kWh • ΔkW+kWh • ΔkW • ΔkW

金銭的
ペナルティ

• サンプルチェックを実施し、
パフォーマンス指標(PPM)
に応じて、支払額を減額

• STORの提供失敗が１か
月に１回以上発生した場
合、支払いを減額

• 提供失敗が繰り返し発生
した場合、次回以降の入
札に不利な扱いを被る可
能性

• 指令値に到達しなかった
分のΔkWの支払いは停
止

• 事業者の過失によりΔkW
を提供できなかった場合、
提供できなかった容量の
報酬に対して10倍の金
額のペナルティを徴収

• ΔkWを提供できなかった
場合は、落札時間帯にお
ける卸市場（EPEX）の
価格に3倍にタイムスライ
ス（落札時間）分を乗じ
た金額のペナルティを徴収

契約不履行
ペナルティ

• 指令に対して調整力の提
供が不可能な場合、再審
査を実施

• 指令に対して調整力の提
供が不可能な事象が月に
3回以上発生した場合は、
契約解除の可能性

• 提供失敗がSTORシーズ
ンの中で３回、または１
年に８回を超えて発生し
た場合、契約解除の可能
性

• 指令どおりに出力変化し
ないことが連続した場合、
契約解除

• 指令どおりに出力変化し
ないことが連続した場合、
契約解除
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フランス アメリカ

対象
TSO

RTE PJM

商品 R1
Rapid Reserve

Complementary
Reserve

Regulation

Synchronized Reserve

Tier 1 Tier 2

ペナルティ対象 • ΔkW • ΔkW • ΔkW • ΔkW • ΔkW

金銭的
ペナルティ

• （継続時間）直近1
年間で3度以上の逸
脱が認められた場合、
契約電力が減少

• （出力変化量）差
異が20%を上回る時
間に応じて、契約電
力が減少

• 非公表

• Performance 
Scoreが25%未
満のリソースは、ク
レジットと機会損失
費用の支払いを留
保される。

• 指令どおりに出力
変化しなかった場
合、応答量に対し
てのみクレジットが
支払われる。

• 指令どおりに出力
変化しなかった場
合は、出力変化で
きなかった容量分の
クレジットを返金す
る。

契約不履行
ペナルティ

• 直近１年間で３度以
上の逸脱が認められた
場合、契約調整電力
が33％減少

• 非公表

• Performance 
Scoreが40%を下
回ると再テストの実
施等の措置有り

（確認できず）

• 一定期間の間で
ΔkWの提供量が
一定の数量を下
回った場合、契約
解除の可能性

（参考）海外の需給調整市場におけるペナルティの事例について（２／２）



20（参考）調整力公募における金銭的ペナルティの例（東京電力ＰＧの例）

 調整力公募（電源Ⅰ´）におけるペナルティは、以下の通り。

 一般送配電事業者からの発動指令に応じられない場合に支払うペナルティおよび発動指令に備えて待機することがで
きない日数に応じて支払うペナルティの２種類が設定されている。

名称 概要 ペナルティの算定式

契約電力
未達時
割戻料金

• 落札者の設備トラブルや計画外停止等に
よって、一般送配電事業者からの発動指令
に応じられない場合に支払うペナルティ

• 30分単位のコマごとに未達状況を確認

• 契約電力未達時割戻料金＝提供期間料金 ×
（停電割戻対象コマ数／契約上の発動可能コマ
数）× 1.5

停止割戻
料金

• 落札者の設備トラブルや計画外停止等に
よって、一般送配電事業者からの発動指令
に備えて待機することができない日数に応じ
て支払うペナルティ

• 停止割戻料金 ＝ 提供期間料金 ×（停止割戻
日数／契約上の発動可能日数）× 1.0

ペナルティ
上限

• 契約電力未達時割戻料金と停止割戻料金の合計額は落札金額を上限とする（追加で制裁的な
ペナルティを求めない）



21（参考）調整力公募における許容範囲について

 調整力公募における電源Ⅰ´では、各コマで未達率が10%までは、その率に応じたペナルティ水準を設定している一
方で、10％以上となった場合、未達率100%（＝発動なし）のコマとしてカウントされ、そのペナルティ強度は1.5倍。

出所）第31回制度設計専門会合 資料9（一部追記）
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/031_09_00.pdf

アローワンス

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/031_09_00.pdf
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 調整力公募（電源Ⅰ´）では、以下の事例に該当した場合、契約を解除することができるとされている。

契約解除となる事例 契約解除の手続き、条件等

• 契約で定められた、調整力の発動等の義務を履行しな
い場合

• 一般送配電事業者から契約者に対し、書面にて催告
を実施。

• 上記催告の実施後、30日を経過しても契約者が契約
を履行しなかった場合、契約を解除

• 契約で定められた義務の履行が将来にわたって客観的
に不可能となった場合、または次の項目に該当する場合

 民事再生手続き等開始の申し立てがあった場合

 強制執行、差押え等の申し立てがあった場合

 手形交換所から取引停止処分を受けた場合

 公訴公課の滞納処分を受けた場合

• 催告を要することなく、ただちに契約を解除

• 故意または重過失により調整力の全部または一部の提
供を停止した場合

• ただちに契約を解除

（参考）調整力公募における契約解除ペナルティの例（東京電力ＰＧの例）



23

余白
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アセスメントⅠに対する金銭的ペナルティ



25（参考）需給調整市場におけるアセスメントⅠのイメージ

出所）第９回需給調整市場検討小委員会（2019.3.5）資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html


26（参考）アセスメントⅠの具体的な実施方法について

 第１０回本小委員会において、整理されたアセスメントⅠのイメージは以下の通り。

出所）第10回需給調整市場検討小委員会（2019.3.28）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html
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ペナルティの対象 ペナルティの考え方

 アセスメントⅠは発電機等をΔkWが供出可能な状態に維持しておくことであると整理した。 アセスメントⅠの結果、
ΔkWの供出によって市場から得られる価値（＝ΔkW落札額）までの減額では事業者にとってペナルティとならず、
ΔkW落札後に数量変更ができることと同義であり、卸電力市場等に転売して利益を得ることも考えられる。ΔkW供出
量の確保不足は、調整力不足の原因となり周波数維持、安定供給に支障をきたす恐れがあることから、一定のペナル
ティ強度を設ける必要があるのではないか。

 なお、ペナルティ強度は、過度に強く設定した場合、市場への参入障壁となる一方で、弱く設定した場合は、ΔkWを確
保するインセンティブが失われる。

 上記を踏まえると、ペナルティ対象はΔkWとし、市場開設時点では電源Ⅰ’と同じ1.5倍のペナルティ強度を設定し、実
態に応じて適宜見直すこととしてはどうか。

発電
可能
上限

ΔkW

落札量

発電機

発電

計画

未達量

供出

可能量

基準値

ΔkW

落札量

ＤＳＲ等

未達量

供出

可能量

100%

100%

-50%

報酬額

アセスメントⅠ

未達率

未達量の部分が
市場から得られる価値

報酬額 ＝ ΔkW落札額×（1-未達率×1.5）

未達率 ＝（ΔkW落札量-供出可能量）/ΔkW落札量

0%

ΔkW落札額

アセスメントⅠ後
の支払額

ペナルティ

【イメージ】

アセスメントⅠに対する金銭的ペナルティについて
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アセスメントⅡに対する金銭的ペナルティ
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出所）第９回需給調整市場検討小委員会（2019.3.5）資料２
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html

（参考）需給調整市場におけるアセスメントⅡのイメージ

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html
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 第１０回本小委員会において、整理されたアセスメントⅡの方法は以下の通り。

出所）第10回需給調整市場検討小委員会（2019.3.28）資料3
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html

（参考）アセスメントⅡの具体的な実施方法について

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_10_haifu.html


31アセスメントⅡに対する金銭的ペナルティについて

ペナルティの対象 ペナルティの考え方

報酬額

アセスメントⅡが許容範囲内： 報酬額 ＝ アセスメントⅠ実施後の報酬額

アセスメントⅡが許容範囲外： 報酬額 ＝ ΔkW落札額 ×（－0.5）

100%

100%

-50%

0%

アセスメントⅡの
ペナルティ

アセスメントⅠ

未達率

アセスメントⅡが
許容範囲外の報酬額

アセスメントⅠの
ペナルティ

出
力
変
化
量

指令値

30分出力
平均値で評価

許容範囲
（指令値から落札された
ΔkWの±10%）

出
力
変
化
量

指令値

30分出力
平均値で評価

ペナルティ対象外
（＝アセスメントⅡが

許容範囲内）

ペナルティ対象
（＝アセスメントⅡが

許容範囲外）

ΔkW落札額

アセスメントⅠ実施後の報酬額
＝ アセスメントⅡが許容範囲内の報酬額

 アセスメントⅡは一般送配電事業者の指令に従い、応動が商品の要件を満たしていたことを確認するものであり、指令への応動
確認は、30分の出力平均値でコマ毎に評価し、その許容範囲は指令値から落札されたΔkWの±10%と整理した。

 アセスメントⅡでは、「商品の要件」に定められた需給調整に必要な能力（＝リクワイアメント）について確認することとされている
ことからペナルティ対象はΔkWとしてはどうか。

 また、調整力の特性を踏まえると応動の評価にあたっては細かな時間粒度で計測する必要があり、これを30分出力平均値で評
価することと整理したため、ペナルティの判定にあたり計測は１点（１コマ毎）となる。仮に5分周期（計6点）でアセスメントⅡ
を実施した場合に許容範囲を超えた点があったとしても、今回の30分出力平均値で評価した場合には許容されることがある。
このため、 30分１点（１コマ毎）の評価は、細かな時間粒度での誤差について都度問わないことから、一定程度、条件が緩
和された評価方法であると言える。

 このことから、アセスメントⅡについてはコマ毎に出力変化量が許容範囲外にある場合は、すべてのケースをペナルティ対象とするこ
ととしてはどうか。また、ペナルティ強度は、アセスメントⅠの100%未達時と同様、1.5倍のペナルティ強度としてはどうか。

【イメージ】

許容範囲
（指令値から落札された
ΔkWの±10%）
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契約不履行への対応について



33契約不履行への対応について

 許容範囲外の応動が繰り返されるなど、確保した調整力が期待通りに応動しない蓋然性が高くなったことが実績等か
ら確認できる場合、リクワイアメントを果たす能力がないと考えられる。また、発動指令に対し、故意に応動しない等、
意図的な行動も考えられる。

 調整力が安定供給に重要な役割を担っていることを踏まえると、上記のようなリソース等に対して、市場退出、もしくは
再度事前審査を行う等、その能力に疑義のある市場参加者を市場から隔離する必要があるのではないか。

 これらを踏まえると、契約不履行に対するペナルティの詳細を以下の通りとしてはどうか。

（アセスメントⅠ）

 アセスメントⅠは発電計画等に対する評価であるため、通常は故意若しくは過失でなければリクワイアメントを果た
していない事象は発生しない。

 このため、故意若しくは重過失に起因する場合で複数回の是正勧告をしても改善が見られない場合においては、
段階的な金銭的ペナルティの設定や契約解除等を含めた措置について一般送配電事業者にて検討する（詳細
は取引規程等で定める）。

 ただし、電源脱落やシステムトラブル等で長時間停止した場合の契約不履行については、電源差替の努力や停
止事由等を明らかにした上で、一般送配電事業者と協議し、是正勧告対象とするかどうかを決定する。

 上記を踏まえ、アセスメントⅠにおける契約不履行に関するペナルティは事業者単位で課すこととする。

（アセスメントⅡ）

 落札時間（30分×6コマ、計3時間）毎に金銭的ペナルティの発生有無を確認し、アセスメントⅡに対するペナル
ティの発生回数（落札ブロック単位でカウント）が月あたり３回以上となった場合、事前審査を再実施することと
する。

 ただし、電源脱落やシステムトラブル等で長時間停止した場合の契約不履行については、電源差し替えの状況や
停止事由等を明らかにした上で、一般送配電事業者と協議し、カウント対象とするか決定する。

 アセスメントが応札単位で行われることを踏まえ、アセスメントⅡにおける契約不履行に関するペナルティは入札単
位（発電機またはパターン単位）で課すこととする。
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35アセスメントに用いるデータ、精算時期および預託金の取り扱い等について

 将来的にオンラインでのデータ収集やアセスメントのシステム化等により、可能な限り速やかにアセスメントを実施し、
各リソースの調整能力について確認すると共に、精算についても速やかに行われることが望ましい。

 現状、アセスメントに用いるデータを検針値とした場合、電力量の精算より1か月程度遅い２~3ヶ月後にΔkWの精
算を実施することが考えられる。ただし、ΔkWの精算においては電力量による精算ではないことから、別途定める電
力計※によるオンラインTMを用いることで、1か月程度精算時期を早めることが可能となる。
※資源エネルギー庁に確認した結果、アセスメントは電力計による実施、もしくは特定計量器の電力量計による実施であることが必要

 これらを踏まえると、将来に向けた連続性や可能な限り精算時期を早める必要があることから、オンラインTMを用い
てアセスメントを実施することとしてはどうか。また、オンラインTMによるアセスメントの実施によって、kWh、ΔkWおよび
ペナルティの精算時期が一致することから、預託金は不要としてはどうか。

将来 市場開設時 現時点 課 題

ΔkW精算データ
（アセスメントデータ）

オンラインTM オンラインTM
（電力計等）

確報値
（検針値）

• 適用可能な計量器の整理

監視方法 オンラインTM オンラインTM
（電力計等）

オフライン
（簡易指令システム）

• 簡易指令システムと中給接続
の是非

アセスメントⅡ
実施方法
（応動確認）

システム化 手動 手動 • 応動確認に係るシステムの開発

ΔkW精算方法 システム化 手動 手動 • 精算システムの開発

ΔkWの精算時期 翌週等 1～2ヶ月後 2～3ヶ月後 ー



36（参考）商品の要件の見直し

出所）第6回需給調整市場検討小委員会（2018.10.9）資料2をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_06_haifu.html

専用線：ｵﾝﾗｲﾝ
簡易指令ｼｽﾃﾑ：ｵﾝﾗｲﾝ

＜変更案＞

１～30分※5

＜変更案＞

※5
30分を最大として、事業
者が収集している周期と
合わせることも許容。

＜変更案（追記）＞

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_06_haifu.html


37需給調整市場の契約体系におけるペナルティおよび精算の取り扱いについて

出所）第８回需給調整市場検討小委員会（2019.1.24）資料5をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html

 需給調整市場において落札されたΔkWを供出する調整力提供者は、指令信号の送受信等の実運用および精算等
を属地TSOとの間で実施することとされており、落札された調整力に関するΔkW、kWhに関する精算等は別途定める
取引規程等に基づき、属地TSOおよび調整力提供者間で契約により実施されることとなる。

 このため、調整力提供者は他エリアのTSOとは契約関係を有することがなく、属地TSOとの契約で完結することとなる。

 これらを踏まえると、需給調整市場においてΔkWを取引するにあたっては、TSO-TSO間の契約および精算に影響を
及ぼすことがないことから、TSO-TSO間の契約および精算については、インバランス制度の見直しなど関連議論を踏ま
え、一般送配電事業者にてその詳細を定めることとしてはどうか。

契約締結

（属地TSO-調整力提供者）

TSO 属地TSO

調整力提供者

需給調整
市場

契約締結

（TSO-TSO）

Aエリア Bエリア

売り手である調整力提供者は
属地TSOのみと契約を締結

買

売

買

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html


38（参考）ΔkWに関する精算フローについて

属地TSO

リソース
（需要家等）

（ΔkW落札金額）

(電気需給契約)

 ΔkWおよびkWhの精算等に関するフロー（DSRの例）は以下の通り。

【需給調整市場に関連したΔkWおよびkWh精算等のフロー（DSRの例）】

各TSO

(広域調達・運用

に伴う精算)

需給調整

市場システム

ΔkW

関連

kWh

関連

簡易指令

システム

アグリ

ゲーター

（ペナルティ金額）

（指令）

（応動実績等）

小売

事業者

（ΔkW供出の対価）

（ネガワット調整金）

（ΔkWの供出）

（kWhの精算）

（インバランス料金）

＜事前審査時＞

リソースの各種データ、需要家リスト等

＜入札時＞

単価、供出量、需要家パターン等

＜供出時間の60分前＞

基準値等
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出所）第８回需給調整市場検討小委員会（2019.1.24）資料5
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html

 需給調整市場において取引するにあたり、属地TSOおよび調整力提供者間で、一般送配電事業者にて市場運営
にかかる取引の詳細等を定めた取引規程に基づいて、契約を締結する必要がある。

（参考）属地ＴＳＯおよび調整力提供者間の契約体系について

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_09_haifu.html
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出所）第８回需給調整市場検討小委員会（2019.1.24）資料5
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html

 アセスメント、ペナルティは、TSOおよび調整力提供者間の取引規程にてその詳細を定めることとされている。

（参考）需給調整市場における取引規程について

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html
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余白
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43アグリゲーターに提出を求める基準および実績の単位について

 各小売電気事業者（以下、「小売」という）は小売単位で需要計画を提出する。実績との差異が生じた場合、イン
バランス対象となるが、調整力としてアグリゲートされた負荷については、kWhの支払対象となる。

 上記の場合、アグリゲーターは複数の小売に属する需要家（リソース）をアグリゲートすることが想定され、各小売にお
いて需要計画および実績の差がインバランス対象か調整力によって生じた差（kWhの支払対象）かについての仕分
けが必要となる。

 上記の点を踏まえると、アグリゲーターに対しては、小売単位で基準値および実績の提出を求めることとしてはどうか。他
方、アセスメントについてはアグリゲーター単位で実施し、実績等は送電端における数値を提出することとする。

小売-1 小売-2

アグリゲーター

小売-1 小売-2

アグリゲーター

調整力対象負荷 インバランス対象負荷小売需要計画

＝ －

 アグリゲーター単位で基準値、実績を提出
 基準値および実績の提出：小売単位
 アセスメント：アグリゲーター単位

（現在） （市場開設後）

「インバランス」or「調整力」の仕分けが必要



44（参考）調整力kWh精算とインバランスおよびネガワット調整金の精算

 三次②のkWh精算も電源Ⅰ´と同様、以下の精算方法とすることとしてはどうか。

 また、精算にあたって、従来と同様に電圧別の損失率を加味した送電端の値を用いることとしてはどうか。

調整力kWh精算（TSO⇔アグリゲーター） インバランス精算（TSO⇔小売）

需要計画

1000

800
需
要
家
個
別
の
計
画
値
な
し

需要家Ａ

需要家Ｂ

需要家Ｃ
拡大

DR
対象

基準値100

80

需要家Ｃ

計量値

 基準値と実績の差でkWh精算

需要計画

1000

800+20

需要家Ａ

需要家Ｂ

需要家Ｃ

DR
対象

計量値

 調整力kWhを加算した需要実績と需要
計画でインバランス精算

20

インバランス

調整力kWh
＝ BL － 需要実績
= 100 － 80

= 20

調整力
kWh
20

ネガワット調整金の精算（アグリゲーター⇔小売）

基準値
（制御なかりせば需要）

100

80

需要家Ｃ

ネガワット調整金kWh
20

 調整力kWhをネガワット調整金kWhとして精算



45（参考）送電端における精算データの算出例について

計量器

発電機等

100kWh 計量器

電力損失4.2kWh

【需要実績と電力損失についてのイメージ】

【アグリゲーターの需要実績算定方法について】

計量器

＜特別高圧＞

計量器

＜高圧＞

アグリゲーターが算定する需要実績は，計量値に対して，電
圧別の損失率を加味した後，対象地点のkWhを合算する。
（例）
L1需要実績＝ =300kWh

L2需要実績＝ =100kWh

アグリゲーター合計需要実績=300+100=400kWh

1-0.029

291.3 

1-0.042

95.8

計量値
95.8kWh

精算対象と
なる電力量
100kWh

精算対象となる電力量＝

※特別高圧損失率:2.9% 高圧損失率:4.2%
低圧損失率：7.1%

1-損失率※

計量値電力系統

 託送供給においては、計量値に電圧別の損失率を加味した電力量に変換して精算している。

 このため、アグリゲーターが提出する基準値・精算対象となる電力量についても、電圧別の損失率を加味した送電
端の値とする必要がある。

需要

計量値
95.8kWh

精算対象と
なる電力量
100kWh

需要
(L2)

需要
(L1)

計量値
291.3kWh

精算対象と
なる電力量
300kWh



46その他整理が必要な事項について

 以下の点については、市場開設前までに国にて別途検討することとしてはどうか。

（サイバーセキュリティの確保）

 簡易指令システムの中給システムとの接続にあたって、確保すべきサイバーセキュリティ要件

（事業者間の情報連携）

 アグリゲーターおよび小売事業者の情報連携

（ネガワット調整金）

 調整力およびインバランスの切り分けに関する検討結果を踏まえたネガワット調整金のあり方

（情報公開）

 情報公開のあり方

（連系線の枠取り）

 三次②の広域調達時に連系線の枠取りを実施することとなるが、その上限設定のあり方
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1. 三次②のペナルティの考え方

2. 三次②の発動実績の提出および精算について

3. その他の関連事項について

4. まとめ



48まとめ（１／４）

 需給調整市場におけるアセスメント、ペナルティおよびこれらに関連した事項は以下の通りとする。

（アセスメント対象および電力量の精算）

 出力変化量の許容範囲を逸脱した応動が判明した場合の精算は以下の通りとする。

 落札ブロック内においては、相応の強度を有したペナルティを設けることを前提に、すべて調整力として
kWh精算する。

 落札ブロック前後の応動時間については、アセスメント対象外であることを踏まえて、その電力量（実績と
基準の差）はインバランスとして精算する。



49まとめ（２／４）

（金銭的ペナルティ）

＜アセスメントⅠに対するペナルティ＞

 ペナルティ対象はΔkWとする。

 市場開設時点では電源Ⅰ´と同様に、1.5倍のペナルティ強度を設定することとし、実態に応じて今後見
直すこととする。これを踏まえた具体的な算定式は以下の通りとする。

＜アセスメントⅡのペナルティ＞

 ペナルティ対象はΔkWとし、アセスメントⅡが許容範囲外にある場合、ペナルティ対象とする。

 市場開設時点では電源Ⅰ´と同様に、1.5倍のペナルティ強度を設定することとし、実態に応じて今後見
直すこととする。これを踏まえた具体的な算定式は以下の通りとする。

報酬額 ＝ ΔkW落札額 ×（１－未達率×1.5）

未達率 ＝（ΔkW落札量－供出可能量）/ ΔkW落札量

【算定式】（コマ毎に算定）

【算定式】（コマ毎に算定）

アセスメントⅡが許容範囲内： 報酬額 ＝ アセスⅠ実施後の報酬額

アセスメントⅡが許容範囲外： 報酬額 ＝ ΔkW落札額 ×（－0.5）
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（契約不履行に関するペナルティ）

＜アセスメントⅠに対するペナルティ＞

 故意もしくは重過失に起因する場合で複数回の是正勧告にもよらず改善が見られない場合においては、契
約解除等を含めた措置について一般送配電事業者にて検討する（詳細は取引規程等で定める）。

 ただし、電源脱落やシステムトラブル等で長期間停止した場合の不履行については、電源差し替えの状況や
停止事由等を明らかにした上で、一般送配電事業者と協議し、是正勧告対象とするか決定する。

 上記を踏まえ、対象は事業者毎に課すこととする。

＜アセスメントⅡに対するペナルティ＞

 落札時間（30分×6コマ、計3時間）毎に金銭的ペナルティの発生有無を確認し、アセスメントⅡに対する
ペナルティの発生回数（落札ブロック単位でカウント）が月あたり３回以上となった場合、事前審査を再実
施することとする。

 ただし、電源脱落やシステムトラブル等で長期間停止した場合の不履行については、電源差し替えの状況や
停止事由等を明らかにした上で、一般送配電事業者と協議し、是正勧告対象とするか決定する。

 アセスメントが応札単位であることを踏まえ、発電機またはアグリゲーター毎に課す。

まとめ（３／４）
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（その他の関連事項）

 アセスメントの実施にあたり、オンラインTMを用いることとし、精算時期はkWhと同様に１～２か月後とする。

 また、上記によってΔkW、kWhおよびペナルティの精算時期が一致することから預託金の供出は不要とする。

 需給調整市場においてΔkWを取引するにあたっては、TSO-TSO間の契約および精算に影響を及ぼすこと
がないことから、TSO-TSO間の契約および精算については、インバランス制度の見直しなど関連議論を踏ま
え、一般送配電事業者にてその詳細を定めることとする。

 アグリゲーターに対しては、小売単位で基準値および実績の提出を求めることとする一方、アセスメントはアグリ
ゲーター単位とする。なお、実績等については送電端における数値を提出することとする。

まとめ（４／４）


